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高知市地域公共交通会議設置要綱 

 

（設置） 

第１条 道路運送法（昭和26年法律第183号）及び道路運送法施行規則（昭和26年運輸省第75号）の規定

に基づく地域における需要に応じた住民の生活に必要なバス等の旅客輸送の確保その他旅客の利便の

増進を図り、地域の実情に即した輸送サービスの実現に必要となる事項の協議及び地域公共交通の活

性化及び再生に関する法律（平成19年法律第59号）第６条第１項に規定する地域公共交通計画（以下

「交通計画」という。）の策定及び変更に関する協議等を行うため、高知市地域公共交通会議（以下

「会議」という。）を置く。 

（事務所） 

第２条 会議の事務所は、高知市本町５丁目１番45号に置く。 

（所掌事項） 

第３条 会議は、次に掲げる事項を所掌する。 

⑴ 地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送の態様等に関する事項 

⑵ 市町村運営有償運送の必要性及び旅客から収受する対価に関する事項 

⑶ 交通計画の作成及び変更に関する事項 

⑷ 交通計画の実施に係る連絡調整に関する事項 

⑸ 交通計画に位置付けられた事業の実施に関する事項 

⑹ 前各号に掲げるもののほか、会議の目的を達成するために必要な事項 

（組織） 

第４条 会議は、次に掲げる者をもって組織する。 

⑴ 学識経験者 

⑵ 関係する公共交通事業者及びその組織する団体等の代表者又はその指名する者 

⑶ 市民又は地域公共交通を利用する者の代表 

⑷ 国土交通省四国運輸局高知運輸支局長又はその指名する者 

⑸ 高知県総合企画部長又はその指名する者 

⑹ 一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者が組織する団体の代表者又はその指名す 

る者 

⑺ 高知県警察本部交通部長又はその指名する者 

⑻ 国道、県道及び市道の道路管理者又はその指名する者 

⑼ 高知市長が指名する職員 

⑽ 前各号に掲げるもののほか、会議が必要と認める者 

（委員の任期） 

第５条 委員の任期は、２年とする。ただし、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

２ 委員の再任は妨げない。 

（役員） 

第６条 会議には、次に掲げる役員を置くものとする。 

⑴ 会長１人 

⑵ 副会長１人 

⑶ 監事２人 

（役員の選任及び職務） 

第７条 会長は委員の互選によって決める。 

２ 会長は、会議を代表し、その会務を総理する。 

３ 副会長及び監事は、第４条第１項に規定する委員のうちから会長が指名する。 

４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を行う。 



５ 監事は、会議の会計の監査を行い、当該監査の結果を会長に報告しなければならない。 

６ 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければなら

ない。 

（会議の運営） 

第８条 会議は、会長が必要に応じて招集し、会長が議長となる。 

２ 会議は、委員の半数以上が出席しなければこれを開くことができない。 

３ 委員は、都合により会議を欠席する場合は、あらかじめ会長に届け出ることにより代理の者を出席

させることができる。この場合において、委員は、当該代理の者に対し、欠席する会議における委員

の権限について委任状により委任を行うものとする。 

４ 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。 

５ 会議は、原則として公開とする。ただし、会議を公開することにより公正かつ円滑な議事の運営に

支障が生じると認められるものについては、非公開で行うことができる。 

（資料提供その他の協力等） 

第９条 会議は、その所掌事項を遂行するため必要があると認められるときは、委員以外の者に対し、

資料の提出、意見の表明、説明、助言その他必要な協力を求めることができる。 

（協議結果の取扱い） 

第10条 会議は、会議において協議が調った事項についてはその結果を尊重し、当該事項の誠実な実施

に努めるものとする。 

（幹事会） 

第11条 会議は、第３条各号に掲げる事項について協議等を円滑に行うため、幹事会を置くことができ

る。 

２ 幹事会の組織、運営その他必要な事項は、会長が別に定める。 

３ 幹事会は、必要があると認めるときは、幹事会の会議に関係人の出席を求め、その意見又は説明を

聞くことができる。 

 （分科会） 

第12条 会議は、第３条各号に掲げる事項について専門的な調査及び検討を行うため、分科会を置くこ

とができる。 

２ 前項の規定にかかわらず、道路運送法第９条第４項に規定する運賃等について協議する場合は、別

に定める分科会において協議を行う。 

３ 分科会の組織、運営その他必要な事項は、会長が別に定める。 

（事務局） 

第13条 会議の業務を処理するため、会議に事務局を置く。 

２ 事務局は、高知市政策企画部交通戦略課に置く。 

３ 事務局長は、高知市政策企画部交通戦略課長をもって充て、事務局員は、同課の職員をもって充て

る。 

４ 前２項に定めるもののほか、事務局に関し必要な事項は、会長が別に定める。 

（経費） 

第14条 会議の経費は、負担金、補助金及びその他収入をもって充てる。 

（報酬） 

第15条 会議は、委員が会議に出席したときは、高知市報酬並びに費用弁償条例第２条の規定（附属機

関その他これに類する機関の委員の区分）を準用して、委員報酬を支給することができる。ただし、

関係する公共交通事業者及びその組織する団体等の代表者又はその指名する者、国家公務員法（昭和

22年法律120号）及び地方公務員法（昭和25年法律第261号）に規定する者には支給しない。 

（事業計画及び予算） 

第16条 会議の事業計画及び予算は、会長が作成し、毎会計年度開始前に、会議の議決を経て定めなけ



ればならない。これを変更する場合も、同様とする。 

（事業報告及び決算） 

第17条 協議会の事業報告及び決算は、会長が第18条に定める書類を作成し、監事の監査を受け、毎会

計年度終了後の最初に開催される会議において承認を受けなければならない。 

（会計年度） 

第18条 会議の会計年度は、毎年４月１日から翌年３月31日までとする。 

（監査等） 

第19条 会長は毎会計年度終了後、次に掲げる書類を作成し、毎会計年度終了後の最初に開催される会

議までに監事に提出して、その監査を受けなければならない。 

⑴ 事業報告書 

⑵ 収支決算書 

２ 監事は、前項の書類を受領したときは、これを監査し、監査報告書を作成して会長に報告するもの

とする。 

３ 会長は、前項の監査報告書を会議に提出するものとする。 

（備付帳簿及び書類） 

第20条 会議の事務局には、次に掲げる書類を備えておかなければならない。 

⑴ 本要綱 

⑵ 委員名簿及び委員の異動に関する書類 

⑶ 会長、副会長、監事及び事務局職員の名簿 

⑷ その他必要な書類 

（残余財産の帰属） 

第21条 解散した場合における残余財産の処分は、会議に諮って定める。 

（その他） 

第22条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、会長が会議に諮って定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和４年６月20日から施行し、令和３年５月25日から適用する。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和６年５月21日から施行し、令和６年４月１日から適用する。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和７年５月27日から施行し、令和７年４月１日から適用する。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和７年10月21日から施行する。 

 

 



高知市地域公共交通会議分科会設置要領 

 

（趣旨） 

第１条 この要領は、高知市地域公共交通会議設置要綱（以下「要綱」という。）第12条の規定に基づき

設置される高知市地域公共交通会議分科会（以下「分科会」という。）の組織及び運営に関し必要な事

項を定めるものとする。 

 （所掌事項） 

第２条 分科会は、高知市地域公共交通会議（以下「交通会議」という。）から付託された事項につい

て、専門的な検討、協議及び道路運送法第９条第４項に規定する運賃等（以下「協議運賃」という。）

に関する協議を行う。 

（組織） 

第３条 分科会の名称及び協議事項は、別表のとおりとする。 

２ 分科会を構成する委員（以下「委員」という。）は、要綱第４条第１号から第９号までに掲げる者の

うち交通会議の会長（以下「交通会議会長」という。）が指名する者をもって組織する。 

３ 前項の規定にかかわらず、協議運賃に関する協議を行う分科会の委員は、道路運送法第９条第４項

の規定に基づき、次に掲げる者をもって組織する。 

 ⑴ 高知市長が指名するその職員 

 ⑵ 当該協議運賃を定めようとする一般乗合旅客自動車運送事業者 

 ⑶ 国土交通省四国運輸局高知運輸支局長又はその指名する者 

 ⑷ 第１号に規定する者が指名する市民又は地域公共交通を利用する者の代表 

４ 分科会の会長（以下「分科会会長」という。）は、委員のうちから、交通会議会長が指名する。 

５ 分科会会長に事故があるとき又は分科会会長が欠けたときは、あらかじめ分科会会長が指定する者

がその職務を代理する。 

 （会議） 

第４条 分科会の会議（以下「会議」という。）は、分科会会長が招集し、議長となる。 

２ 会議は、委員の半数以上が出席しなければこれを開くことができない。 

３ 分科会会長は、検討及び協議にあたり必要があると認めるときは、委員以外の者を分科会に出席さ

せ、意見を聴取し、又は説明を求めることができる。 

 （協議結果の取扱い） 

第５条 分科会において協議を行った事項については、交通会議へ報告するものとする。 

 （報酬） 

第６条 委員の報酬については、要綱第15条の規定を準用する。ただし、会議が交通会議と同日に開催

される場合で、会議及び交通会議のいずれにも出席する委員には、これを支給しないものとする。 

 （庶務） 

第７条 分科会の庶務は高知市政策企画部交通戦略課において処理する。 

 （委任） 

第８条 この要領に定めるもののほか、議事の手続きその他分科会の運営に関し必要な事項は、交通会

議会長が会議に諮って定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要領は、令和６年５月21日から施行する。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要領は、令和７年５月27日から施行する。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要領は、令和７年10月21日から施行する。 

 

 

 



別表（第３条関係） 

分科会名 協議事項 

地域公共交通リ・デザイン分科会 真に持続可能な地域公共交通へとリ・デザインすること 

運賃協議分科会 協議運賃に関すること 
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リ・デザイン分科会の令和７年度取組報告
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リ・デザインに向けた具体的な検討項目

ネットワークの検討項目

ターミナルの検討項目

利便増進の検討項目

運行主体 バス・タクシー会社，ハイヤー協同組合，町内会，ＮＰＯ法人，高知市

運転手 バス・タクシー運転手数，年齢構成，第二種・一種免許取得状況，組合交渉

補助制度 車両・施設整備・運行補助など支援制度，利便増進実施計画の優遇措置

車 両 バス（大・中・小），タクシー（特大・普），自家用有償運送，自家用車

運賃制度 均一制，対キロ制，定期券，均一期間，乗継・往復割引，子ども・高齢者・障がい者割引

ターミナル
中心部：高知駅・はりまや橋観光バスターミナル，県庁前発着便

Ｐ＆Ｒ 美術館通，一宮ﾊﾞｽﾀｰﾐﾅﾙ，都市計画緑地「旭緑地」，量販店

デジタル化 デジタルチケット,クレジット決済,ＱＲ,交通系ICカード,こちタク,ライドシェア

ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ 低床車両（バス・電車）,音声合成, ※ｲﾝﾊﾞｳﾝﾄﾞ対応/多言語化対応

道路状況 国道，県道，市道，都市計画道路，歩道有り道路

利用状況 系統別，区間・バス停別，時間帯別，曜日別，年齢別，IC・現金利用別，定期券

収支状況 系統別（収支，運賃収入，費用）

路線網 幹線・支線型，放射型，デマンド型，循環型

運行態様 路線定期運行（フリー乗降），路線不定期運行，エリア運行

Ｃ＆Ｒ JR高知駅，JR入明駅，JR円行寺駅，JR朝倉駅，長浜バス停，量販店

バス停,電停 ベンチ,上屋,表示の見やすさ,老朽化対応,情報案内板,停留所間距離,量販店との連携

周辺部：一宮バスターミナル，JR朝倉駅，量販店

運行内容 運行エリア，系統数，便数，起点，終点，経由地，始発・終発時間，運行間隔

その他検討項目

関連計画 総合計画,総合戦略,立地適正化計画,公共交通計画,中心市街地活性化基本計画

協議会 地域公共交通会議,こちタク運営協議会,路面電車あり方検討会,市議会

立地状況 通勤・通学・通院・買い物・観光の関連施設 他
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バス路線網の特徴

幹線・支線型 放射型 デマンド型（予約型） 循環型

路線網

形態

〇交通拠点を新設する場合には
整備費等が生じる。
〇系統数が最も多い。
〇中心部の過度な運行が減る。

〇現状は，はりまや橋を中心と
する放射型バス路線網を形成。
〇郊外から中心部へ直行できる。
〇幹線支線型より系統数が少な
い。 〇朝夕は中心部にバスが
集中し過度な運行。

〇空バス運行が常態化している
利用の少ない地域では予約型に
することで無駄な運行が削減で
き効率的な運行ができる。

〇始点と終点が同じで循環す
る路線のためわかりやすい。

車両
運転手数

〇結節点に運転手の労働環境整備
と利用者の待合環境整備が必須。
〇幹線支線それぞれに車両を配置
する必要があり，一般的に運転手
と車両が増える。
〇始発終発時に桟橋からの回送コ
ストが生じる。

〇これまで通りの運転手と車両
の運用が可能。

〇バス会社は予約受付や配車な
ど新たな業務が生じる。
〇タクシー会社は日常業務の範
囲内で対応可能。

行政の
運行補助

〇現行の放射型路線網を変えると，
国県の補助要件を満たさなくなり，
国県の運行補助金が大幅減となる。
〇これに伴い，高知市の運行補助
が大幅増となる。

〇現行の国県の補助要件をクリ
アでき，これまで通り国県の運
行補助金が確保される。
〇国県補助が受けられるため、
高知市の運行補助も同様に確保
される。

〇現状は過疎地のみ国補助が適
用され，他のデマンド運行には
国県の運行補助はなく，市の運
行補助金増となる。

〇市中心部での運行は国県の
運行補助がなく，市の運行補
助を想定。
〇ぐるりんバスの経験から中
心部の循環線は慎重な対応が
必要。

利用者

〇乗り換えが基本。
〇現状と比べると，幹線は少ない
頻度、支線は多頻度で運行できる。
〇短距離運行となりダイヤの遅れ
が軽減される。

〇乗り換えなしで中心部まで直
行できる。
〇周辺部から中心部へ直行する
系統は長距離運行するためダイ
ヤに遅れが生じる。

〇電話予約が必要。
〇乗り換えが生じる。
〇予約型は、鏡・土佐山の過疎
地や春野等では利用も多く好評。

〇巡回するため目的地までの
所用時間が長くなる。
〇主要施設や公共施設が多く
ある中心部を巡回。

幹 線

支
線

支
線

（区域運行） （定路線運行） （巡回） （８の字）
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大型バス 中型バス 小型バス ジャンボタクシー ＵＤ・セダン型タクシー

車両
イメージ

全長 1020㎝～1145cm 886㎝～1054cm 699㎝～700㎝ 538㎝ 440㎝

全幅 248㎝～249㎝ 229㎝～237㎝ 208㎝ 188㎝ 169㎝

全高 286㎝～322㎝ 283㎝～314㎝ 282㎝～310㎝ 228㎝ 175㎝

乗車定員 72人～77人 50人～68人 29人～32人 10人 ５人

台数
(ｽﾃｯﾌﾟ)

【ノンステップ】
とさでん１台
東部交通１台

【ワンステップ】
とさでん８台
東部交通１台

【ツーステップ】
とさでん７台
東部交通１台

【ノンステップ】
とさでん54台
東部交通14台
北部交通１台

【ワンステップ】
とさでん20台
東部交通１台

【ノンステップ】
東部交通６台
北部交通12台

高知市ハイヤー
協同組合:42台

高知市ハイヤー
協同組合：597台

車体価格 約28,000千円 約24,000千円 約22,500千円 約4,500千円 約3,500千円

運行路線 国道・県道，沿線市町を結ぶ広域路線 県道・市道，市内路線 市道・狭隘道路，過疎地など利用の少ない地域

運行主体 とさでん，東部交通
とさでん,東部交通,北部交

通
バス事業者（とさでん交通

除く）
タクシー事業者 等 タクシー事業者 等

運転免許 大型二種免許 大型二種免許
大型二種免許
中型二種免許

普通二種免許
普通二種免許
普通一種免許

特徴

〇一度に大量輸送できる
ため輸送効率が高い。
〇国道や県道など主に幹
線的な道路を運行。

〇一度に大量輸送できるた
め輸送効率が高い。
〇県道や主要な市道など主
に補助幹線的な道路を運行。

〇大型・中型バスと比べる
と輸送量は少ない。
〇主要な市道や周辺市街地
など利用の少ない補助幹線
的な道路を運行。

〇車両コストも低く抑
えられる。
〇小回りが利き住宅地
を走行できる。

〇スロープ付もあり障
がい者も乗りやすい。
〇ドアツードアで移動
できる。

いすゞ自動車 ERGA 日野自動車ポンチョ トヨタハイエースグランドキャビンいすゞ自動車 ERGAmio

令和７年７月１日現在

トヨタ JPN TAXI

３

バス・タクシー車両の特徴



中心部の電車バス利用状況

（R5.10～R6.9）バス停・電停別 乗降者数

① 路線バス ② 路面電車

③ 主なバス停（逆Ｌ字区間） ④ 主な電停（逆Ｌ字区間）

⑤ 全バス停・全電停に占める逆Ｌ字区間の利用について

バス停数 乗降者数 割合

高知市 432 2,798,749人 96.0%

南国市 47 48,121 人 1.6%

土佐市 11 50,011 人 1.7%

いの町 15 13,954 人 0.5%

香美市 24 4,544 人 0.2%

計 529 2,915,379 人

バス停名 乗降者数

1 高知駅バスターミナル 76,814 人

2 高知駅前 20,435 人

3 高知橋 24,391 人

4 蓮池町通 15,617 人

5 はりまや橋 76,909 人

6 南はりまや橋 128,091 人

7 北はりまや橋 62,485 人

8 堺町 179,825 人

9 堀詰 73,073 人

10 大橋通 81,778 人

11 高知城前 31,754 人

12 県庁前 124,856 人

計 896,028 人

乗降者数
割合(ｂ/ａ)

全停留所：乗降者数ａ 逆Ｌ字区間の停留所：乗降者数ｂ

路線バス 529 ： 2,915,379 人 12 ： 896,028 人 30.73%

路面電車 77 ： 5,036,873 人 10 ：2,020,811 人 40.12%

計 606 ： 7,952,252 人 22 ：2,916,839 人 36.68%

電停数 乗降者数 割合

高知市 59 4,718,172 人 93.7%

南国市 8 221,096 人 4.4%

いの町 10 97,516 人 1.9%

計 77 5,036,784 人

電停名 乗降者数

1 高知駅前 226,075 人

2 高知橋 45,259 人

3 蓮池町通 23,514 人

4 電鉄ﾀｰﾐﾅﾙﾋﾞﾙ前 274,334 人

5 はりまや橋（桟橋） 383,185 人

6 はりまや橋（東西） 334,961 人

7 堀詰 164,692 人

8 大橋通 249,277 人

9 高知城前 102,833 人

10 県庁前 216,681 人

計 2,020,811 人
特に利用の多い区間
（逆Ｌ字区間）

高知駅バス
ターミナル

県庁前
バス停
電停

４

〇 バス停529ヶ所の年間利用者数約290万人のうち，「逆Ｌ字区間」のバス停12ヶ所の利用者数は約90万人と３割が利用。
〇 電停77ヶ所の年間利用者数約500万人のうち，中心部の「逆Ｌ字区間」の電停10ヶ所の利用者数は約200万人と４割が利用。
〇 電車バスともに「逆Ｌ字区間」で多く利用されている。この区間を必ずバス又は電車が運行する路線再編を検討。



ネットワークの検討について

県庁前

桟橋

長浜

高岡

県庁前

桟橋

長浜

高岡

（現行） （再編案１ 中心市街地乗り入れ型） （再編案２ バス電車バス乗り換え型）

県庁前

桟橋

長浜

高岡

はりま
や橋

ターミナルのリ・デザインに向けた基本的な方向

中心市街地活性化やまちづくりの視点も踏まえ、市中心部
や周辺部におけるターミナル機能強化に取り組む。

●県民文化ホール

・かるぽーと

高知駅

・高知城

高知県庁・

・高知市役所

・升形商店街

・高知県立大学

高知警察署・

・オーテピア

・高知城
歴史博物館

・はりまや橋

菜園場
商店街

・追手筋

高知駅
バスターミナル

路線バス
県庁前発着場所

はりまや橋観光
バスターミナル

ネットワークのリ・デザインに向けた基本的な方向

市周辺部から中心部までの拠点間を繋ぐ重
要路線として、大量輸送できる路線バスで
対応。

幹線交通

支線交通

地域交通

今後５年間でバス運転手が半減すること
を見据え、市周辺部はコミュニティバス
やデマンドタクシーなどにより移動手段
の確保に努める。

タクシー運転手の高齢化や担い手不足等
を見据え、デマンドタクシーやライド
シェアなど多様な交通モードを検討し交
通空白地への対応に取り組む。

■ ネットワークの描き方の検討について

リ・デザインに向けた基本的な方向に基づき，「幹線交通」「支線交通」ネットワークの再編を検討。その際に，高知駅ＢＴ
や県庁前発着場所など拠点を活かした 【中心市街乗り入れ型】 や 【バス電車バス乗り換え型】ネットワークを検討。
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県庁前 県庁前

桟橋 桟橋

長浜 長浜

土佐道路 土佐道路

高岡 高岡

【復路】 長浜→はりま→上町五→土佐道→高岡
長浜 孕橋 桟橋 県庁 ｸﾞﾗﾝﾄﾞ 上町 高岡 利用者数 利用率

現行路線① 41,368 ー

再編
（案）

幹線② 24,972 60.4% ②/①

幹線③ 15,055 36.4% ③/①

※乗り換えが
伴う利用者

2,378 5.7% ④/①

【往路】 高岡→土佐道→上町五→はりま→長浜
高岡 上町 ｸﾞﾗﾝﾄﾞ 県庁 桟橋 孕橋 長浜 利用者数 利用率

現行路線① 44,774 ー

再編
（案）

幹線② 31,600 70.6% ②/①

幹線③ 11,254 25.1% ③/①

※乗り換えが
伴う利用者

1,920 4.3% ④/①

再編（案）

高岡－長浜

広域路線の検討（中心市街地乗り入れ型①）

■利用状況（調査期間：R5.10～R6.9)

ネットワーク

【現行】 【中心市街地乗り入れ型】

■「中心市街地乗り入れ型」の特徴

利用者 ・長距離路線から短距離路線に再編されるためダイヤの遅れが緩和。
・全利用者の９５％はこれまで通り利用できる。（５％は乗り換えが生じる）

事業者 ・短距離路線となることでダイヤの遅れが緩和され定時運行が期待される。
・県庁前・桟橋が中心部の発着点となるためターミナル機能強化が必須。
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県庁前 県庁前

桟橋 桟橋

長浜 長浜

土佐道路 土佐道路

高岡 高岡

【復路】 長浜→はりま→上町五→土佐道→高岡
長浜 孕橋 桟橋 はりま 県庁 ｸﾞﾗﾝﾄﾞ 上町 高岡 利用者数 利用率

現行路線① 41,368 ー

再編
（案）

幹線② 1,439 3.5% ②/①

電車④ 13,616 32.9% ④/①

幹線③ 10,124 24.5% ③/①

※乗り換えが
伴う利用者

29,805 72.1%

【往路】 高岡→土佐道→上町五→はりま→長浜
高岡 上町 ｸﾞﾗﾝﾄﾞ 県庁 はりま 桟橋 孕橋 長浜 利用者数 利用率

現行路線① 44,774 ー

再編
（案）

幹線② 15,017 33.5% ②/①

電車④ 16,583 37.0% ④/①

幹線③ 887 2.0% ③/①

※乗り換えが
伴う利用者

28,870 64.5%

高岡－長浜

はりま
や橋

乗換乗換

ネットワーク

再編（案）

【現行】 【バス電車バス乗り換え型】

■利用状況（調査期間：R5.10～R6.9)

利用者 ・長距離路線から短距離路線に再編されるためダイヤの遅れが緩和。
・全利用者の６８％は乗り換えが生じ，多ければバス→電車→電車→バスと３回乗り換えが伴う。
・乗り換えが多くなることで待ち時間・移動時間が長くなる。
・朝夕ピーク時にはバスから満員電車へ乗車できないことが懸念される。

事業者 ・短距離路線となることでダイヤの遅れが緩和され定時運行が期待される。
・県庁前・桟橋・はりまや橋が中心部の発着点となるためターミナル機能強化が必須。

■「バス電車バス乗り換え型」の特徴

広域路線の検討（バス電車バス乗り換え型①）
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【復路】 一宮→比島→高知駅→県庁前→上二→宗安寺→鳥越
一宮 比島 高知駅 県庁前 上二 宗安寺 鳥越 利用者数 利用率

現行路線① 3,148 ー

再編
（案）

幹線② 2,468 78.4% ②/①

幹線③ 599 19.0% ③/①

※乗り換えが
伴う利用者

132 4.2%

再編（案）

鳥越 － 一宮

市内路線の検討（中心市街地乗り入れ型①）

■利用状況（調査期間：R6.11～R7.5)

【現行】 【中心市街地乗り入れ型】

■「中心市街地乗り入れ型」の特徴

利用者 ・長距離路線から短距離路線に再編されるためダイヤの遅れが緩和。
・全利用者の９７％はこれまで通り利用可能。（３％は乗り換えが生じる）

事業者 ・短距離路線となることでダイヤの遅れが緩和され定時運行が期待される。
・県庁前・高知駅が中心部の発着点となるためターミナル機能強化が必須。

一宮

鳥越

一宮

鳥越

高知駅

県庁前

【往路】 鳥越→宗安寺→上二→県庁前→高知駅→比島→一宮
鳥越 宗安寺 上二 県庁前高知駅 比島 一宮 利用者数 利用率

現行路線① 8,892 ー

再編
（案）

幹線② 6,946 78.1% ②/①

幹線③ 1,975 22.2% ③/①

※乗り換えが
伴う利用者

271 3.0%

ネットワーク
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鳥越－一宮

ネットワーク

【現行】 【バス電車バス乗り換え型】

■利用状況（調査期間：R5.10～R6.9)

利用者 ・長距離路線から短距離路線に再編されるためダイヤの遅れが緩和。
・全利用者の６６％は乗り換えが生じ，バス→電車→電車→バスと３回乗り換えることがある。
・乗り換えが多くなることで待ち時間・移動時間が長くなる。
・朝夕ピーク時にはバスから満員電車へ乗車できないことが懸念される。

事業者 ・短距離路線となることでダイヤの遅れが緩和され定時運行が期待される。
・県庁前・高知駅・はりまや橋が中心部の発着点となるためターミナル機能強化が必須。

■「バス電車バス乗り換え型」の特徴

市内路線の検討（バス電車バス乗り換え型①）

再編（案）

一宮

鳥越

一宮

鳥越

高知駅

県庁前

【往路】 鳥越→宗安寺→上二→県庁前→高知駅→比島→一宮
鳥越 宗安寺 上二 県庁前高知駅 比島 一宮 利用者数 利用率

現行路線① 8,892 ー

再編
（案）

幹線② 2,654 29.8% ②/①

電車④ 300 3.4% ④/①

幹線③ 574 6.5%
③/①

※乗り換えが
伴う利用者

5,660 63.7%

乗
換

はりま
や橋

【復路】 一宮→比島→高知駅→県庁前→上二→宗安寺→鳥越
一宮 比島 高知駅 県庁前 上二 宗安寺 鳥越 利用者数 利用率

現行路線① 3,148 ー

再編
（案）

幹線② 728 23.1% ②/①

電車④ 51 1.6% ④/①

幹線③ 106 3.4%
③/①

※乗り換えが
伴う利用者

2,314 73.5%

乗
換

９



【往路】 鳥越→宝町→帯屋町→堺町→はりまや橋→十津→種崎
鳥越 宝町 帯屋町 堺町 はりまや橋 十津種崎 利用者数 利用率

現行路線① 8,070 ー

再編
（案）

幹線② 5,256 65.1% ②/①

幹線③ 2,405 29.8% ③/①

※乗り換えが
伴う利用者

417 5.2%

再編（案）

種崎 － 鳥越

市内路線の検討（中心市街地乗り入れ型②）

■利用状況（調査期間：R6.11～R7.5)

【現行】 【中心市街地乗り入れ型】

■「中心市街地乗り入れ型」の特徴

利用者 ・長距離路線から短距離路線に再編されるためダイヤの遅れが緩和。
・全利用者の９５％はこれまで通り利用可能。（５％は乗り換えが生じる）

事業者 ・短距離路線となることでダイヤの遅れが緩和され定時運行が期待される。
・はりまや橋周辺が中心部の発着点となるためターミナル機能強化が必須。

【復路】 種崎→十津→はりまや橋→堺町→帯屋町→宝町→鳥越
種崎 十津 はりまや橋 堺町 帯屋町 宝町 鳥越 利用者数 利用率

現行路線① 5,649 ー

再編
（案）

幹線② 2,257 40.0% ②/①

幹線③ 3,064 54.2% ③/①

※乗り換えが
伴う利用者

330 5.8%

帯屋町

はりまや橋

種崎

鳥越
帯屋町

はりまや橋

種崎

鳥越

ネットワーク
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再編（案）

種崎 － 鳥越

市内路線の検討（バス電車バス乗り換え型②）

■利用状況（調査期間：R6.11～R7.5)

【現行】

■「バス電車バス乗り換え型」の特徴

帯屋町

はりまや橋

種崎

鳥越

帯屋町

はりまや橋

種崎

鳥越

【復路】 種崎→十津→はりまや橋→堺町→帯屋町→宝町→鳥越
種崎 十津 はりまや橋 堺町 帯屋町 宝町 鳥越 利用者数 利用率

現行路線① 5,649 ー

再編
（案）

幹線② 1,944 34.4% ②/①

電車④ 10 0.2% ④/①

幹線③ 2,170 38.4%
③/①

※乗り換えが
伴う利用者

1,529 27.1%

乗換

はりま
や橋

【往路】 鳥越→宝町→帯屋町→堺町→はりまや橋→十津→種崎
鳥越 宝町 帯屋町 堺町 はりまや橋 十津 種崎 利用者数 利用率

現行路線① 8,070 ー

再編
（案）

幹線② 3,809 47,2% ②/①

電車④ 8 0.1% ④/①

幹線③ 1,439 17.8%
③/①

※乗り換えが
伴う利用者

2,822 35.0%

乗換

【バス電車バス乗り換え型】

ネットワーク
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利用者 ・長距離路線から短距離路線に再編されるためダイヤの遅れが緩和。
・全利用者の３２％は乗り換えが生じ，バス→電車→電車→バスと３回乗り換えることがある。
・乗り換えが多くなることで待ち時間・移動時間が長くなる。
・朝夕ピーク時にはバスから満員電車へ乗車できないことが懸念される。

事業者 ・短距離路線となることでダイヤの遅れが緩和され定時運行が期待される。
・はりまや橋周辺が中心部の発着点となるためターミナル機能強化が必須。



【復路】 一宮→金田橋→高知駅→県庁前→上町五→神田本村→船岡
一宮 金田橋 高知駅 県庁前上町五 神田本村 船岡 利用者数 利用率

現行路線① 16,414 ー

再編
（案）

幹線② 9,644 58.8% ②/①

幹線③ 6,031 36.7% ③/①

※乗り換えが
伴う利用者

860 5.2%

再編（案）

船岡 － 一宮

市内路線の検討（中心市街地乗り入れ型③）

■利用状況（調査期間：R6.11～R7.5)

【現行】 【中心市街地乗り入れ型】

■「中心市街地乗り入れ型」の特徴

利用者 ・長距離路線から短距離路線に再編されるためダイヤの遅れが緩和。
・全利用者の９３％はこれまで通り利用可能。（５％は乗り換えが生じる）

事業者 ・短距離路線となることでダイヤの遅れが緩和され定時運行が期待される。
・県庁前・高知駅が中心部の発着点となるためターミナル機能強化が必須。

【往路】 船岡→神田本村→上町五→県庁前→高知駅→金田橋→一宮
船岡 神田本村上町五県庁前高知駅 金田橋 一宮 利用者数 利用率

現行路線① 14,627 ー

再編
（案）

幹線② 9,503 65.0% ②/①

幹線③ 4,340 29.7% ③/①

※乗り換えが
伴う利用者

1,172 8.0%

一宮

高知駅

県庁前

神田本村

船岡

一宮

高知駅

県庁前

船岡
神田本村

ネットワーク
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再編（案）

船岡 － 一宮

市内路線の検討（バス電車バス乗り換え型③）

■利用状況（調査期間：R6.11～R7.5)

【現行】

■「バス電車バス乗り換え型」の特徴

一宮

高知駅

県庁前

神田本村

船岡

【往路】 船岡→神田本村→上町五→県庁前→高知駅→金田橋→一宮
船岡 神田本村上町五県庁前高知駅 金田橋 一宮 利用者数 利用率

現行路線① 14,627 ー

再編
（案）

幹線② 3,205 21.9% ②/①

電車④ 388 2.7% ④/①

幹線③ 987 6.7%
③/①

※乗り換えが
伴う利用者

10,435 71.3%

乗
換

【復路】 一宮→金田橋→高知駅→県庁前→上町五→神田本村→船岡
一宮 金田橋 高知駅県庁前上町五 神田本村 船岡 利用者数 利用率

現行路線① 16,414 ー

再編
（案）

幹線② 3,244 19.8% ②/①

電車④ 121 0.7% ④/①

幹線③ 1,667 10.2%
③/①

※乗り換えが
伴う利用者

11,503 70.1%

乗
換

一宮

高知駅

県庁前

船岡
神田本村

はりま
や橋

【バス電車バス乗り換え型】

ネットワーク
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利用者 ・長距離路線から短距離路線に再編されるためダイヤの遅れが緩和。
・全利用者の７１％は乗り換えが生じ，バス→電車→電車→バスと３回乗り換えることがある。
・乗り換えが多くなることで待ち時間・移動時間が長くなる。
・朝夕ピーク時にはバスから満員電車へ乗車できないことが懸念される。

事業者 ・短距離路線となることでダイヤの遅れが緩和され定時運行が期待される。
・県庁前・高知駅・はりまや橋が中心部の発着点となるためターミナル機能強化が必須。



【復路】 一宮→金田橋→高知駅→県庁前→上町五→吉野緑ヶ丘→船岡
一宮 金田橋 高知駅 県庁前 上町五 吉野緑ヶ丘 船岡 利用者数 利用率

現行路線① 12,283 ー

再編
（案）

幹線② 5,847 47.6% ②/①

幹線③ 5,171 42.1% ③/①

※乗り換えが
伴う利用者

1,326 10.8%

再編（案）

船岡 － 一宮

市内路線の検討（中心市街地乗り入れ型④）

■利用状況（調査期間：R6.11～R7.5)

【現行】 【中心市街地乗り入れ型】

■「中心市街地乗り入れ型」の特徴

利用者 ・長距離路線から短距離路線に再編されるためダイヤの遅れが緩和。
・全利用者の９１％はこれまで通り利用可能。（５％は乗り換えが生じる）

事業者 ・短距離路線となることでダイヤの遅れが緩和され定時運行が期待される。
・県庁前・高知駅が中心部の発着点となるためターミナル機能強化が必須。

一宮

高知駅

県庁前

吉野緑ヶ丘

船岡

一宮

高知駅

県庁前

船岡
吉野緑ヶ丘

【往路】 船岡→吉野緑ヶ丘→上町五→県庁前→高知駅→金田橋→一宮
船岡 吉野緑ヶ丘 上町五 県庁前 高知駅 金田橋 一宮 利用者数 利用率

現行路線① 9,439 ー

再編
（案）

幹線② 5,957 63.1% ②/①

幹線③ 2,985 31.6% ③/①

※乗り換えが
伴う利用者

735 7.8%

ネットワーク
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再編（案）

船岡 － 一宮

市内路線の検討（バス電車バス乗り換え型④）

■利用状況（調査期間：R6.11～R7.5)

【現行】

■「バス電車バス乗り換え型」の特徴

一宮

高知駅

県庁前

吉野緑ヶ丘

船岡

【往路】 船岡→吉野緑ヶ丘→上町五→県庁前→高知駅→金田橋→一宮
船岡 吉野緑ヶ丘 上町五 県庁前 高知駅 金田橋 一宮 利用者数 利用率

現行路線① 9,439 ー

再編
（案）

幹線② 1,902 20.2% ②/①

電車④ 238 2.5% ④/①

幹線③ 574 6.1%
③/①

※乗り換えが
伴う利用者

6,963 73.8%

乗
換

【復路】 一宮→金田橋→高知駅→県庁前→上町五→吉野緑ヶ丘→船岡
一宮 金田橋 高知駅 県庁前 上町五 吉野緑ヶ丘 船岡 利用者数 利用率

現行路線① 12,283 ー

再編
（案）

幹線② 1,626 13.2% ②/①

電車④ 61 0.5% ④/①

幹線③ 1,386 11.3%
③/①

※乗り換えが
伴う利用者

9,271 75.5%

乗
換

一宮

高知駅

県庁前

船岡
吉野緑ヶ丘

はりま
や橋

【バス電車バス乗り換え型】

ネットワーク
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利用者 ・長距離路線から短距離路線に再編されるためダイヤの遅れが緩和。
・全利用者の７５％は乗り換えが生じ，バス→電車→電車→バスと３回乗り換えることがある。
・乗り換えが多くなることで待ち時間・移動時間が長くなる。
・朝夕ピーク時にはバスから満員電車へ乗車できないことが懸念される。

事業者 ・短距離路線となることでダイヤの遅れが緩和され定時運行が期待される。
・県庁前・高知駅・はりまや橋が中心部の発着点となるためターミナル機能強化が必須。



バス路線ネットワーク再構築に向けた設計方針

市民・利用者の視点

① 運転手数は，今後５年間で約４割の減少見込み

② 深刻な運転手不足に対応した今後３年間を見据えた見直しエリア案

③ 路線の他社移管やタクシーへの転換，車両の小型化を検討

④ 運転手の労働環境（運転手休憩所・バス待機場）の整備・改善

交通事業者の視点

市の視点（まちづくり）

⑨ 多様な交通モードが相互連携したネットワークを形成
⇒ 乗り換え型の地域公共交通の構築

⑩ 立地適正化計画との連携（都市機能誘導区域，周辺ｴﾘｱ ）

⑪ 中心市街地活性化計画との連携（交通拠点の利活用）

⑫ 利用の多い逆Ｌ字区間を運行する路線を設計。

⑤ 便数を確保してほしい。平日は１時間に１本以上の便がほしい。
⇒ 平日１５便，土日祝１０便確保するとして仮定。

⑥ 時間通りにバスが来ない。雨の日の朝は30分程度遅れる時がある。
⇒ 長距離路線を短距離路線に再編。

⑦ 通勤・通学，通院，買い物，観光など移動手段を確保してほしい。
⇒ 大規模病院，量販店，主要な観光施設への運行は確保。

⑧ 車椅子利用者が安全に乗り降りできるバス停・電停にしてほしい。
⇒ 安全に乗り降りできる歩道のある国道・県道・主要市道を運行

16



① 県中央地域における公共交通の将来像について

17



② 今後三年間を見据えたバス路線見直しエリア

令和７年３月27日（木）
高知市地域公共交通会議
とさでん交通提出資料
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④ 運転手の休憩所及びバス待機場について

一宮BT

長浜

鳥越

主なバス発着点
・運転手休憩所あり
・バス待機場 あり

主なバス発着点
・運転手休憩所なし
・バス待機場 なし

バス路線
（令和７年10月現在）

桟橋

高岡

種崎

イオン

高知駅BT

県庁前

船岡

南ヶ丘

ﾊﾋﾞﾘｾﾝﾀｰ

医療ｾﾝﾀｰ

みづき

JA病院

天王

すこやか
ｾﾝﾀｰ

川口 土佐山

トーメン

望ヶ丘

県立大

桂浜

医大
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⑦ 主要施設の立地状況（通院・通学）

病院
（クリニック等の小規模病院を除く）

高等学校

短期大学

大学

特別支援学校

路線バス（R6年10月）
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⑦ 主要施設の立地状況（観光・買い物）

観光施設

百貨店・デパート

スーパーマーケット

路線バス（R6年10月）
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⑧ 歩道のある国道・県道・主要な市道の配置状況

高規格幹線道路

一般国道

県道

主要な市道 22



⑨ 高知市地域公共交通あり方検討結果報告書

将来にわたって地域公共交通を維持・確保するため，交通体系，費用分担，利用促進等の抜本的なあり方検討
に対して，専門的見地から意見聴取することを目的に，高知市地域公共交通あり方検討会を設置。

目 的

基本的な考え方や方向性に基づき，電車のあり方や並走区間を検討するとともに，喫緊の課題である
運転手不足に対応するなど，市民・利用者が応援したくなる地域公共交通へとリ・デザインすることを早急に取り組むこと。

今後の対応等について

コ
ン
パ
ク
ト
・
プ
ラ
ス
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
ま
ち
づ
く
り
の
実
現

真
に
サ
ス
テ
イ
ナ
ブ
ル
な
地
域
交
通
の
リ
・
デ
ザ
イ
ン

多
様
な
交
通
モ
ー
ド
の
相
互
連
携
に
よ
る
ベ
タ
ー
ミ
ッ
ク
ス

■交通体系
a 幹線・支線型のネットワークづくり
b 新交通システムによる高度化
c 運転手の規模に応じた再編
d ラストワンマイルのサービス拡充
e 地域拠点としてのモビリティハブ化

■費用分担
f 財政支援制度の充実
g 適正な運賃制度の見直し
h 協賛金による財源の確保
i 寄付金等による財源の確保

■利用促進
j 利用者目線のサービスの拡充
k 子育て世帯や高齢者への対応
l デジタル化による多様なニーズへの対応

■調査・検証
m 新交通システム導入に向けた社会実験等
n 公共交通に係る市民・利用者意向調査
o 公共交通がもたらす効果・便益分析

基本的な考え方

交通事業者

電車の運行を担う
上

自治体など

インフラ保有・管理
下

貸与 使用料

・BRT等導入のための実証運行
・アンケートによる意向調査
・クロスセクター効果の分析

・電車からＬＲＴへの転換 ・自家用運送への転換
・電車からＢＲＴへの転換 ・ターミナルの整備
・バスからタクシーへの転換 ・バス路線再編
・パークアンドライドの整備 ・乗換ポイントの整備
・中心部への車の乗り入れ制限 など

・国・県の支援制度の充実 ・現行補助制度の拡充
・普通運賃・割引運賃の見直し ・基金の創設
・エリアサポーター制度の導入 ・固定資産税の減免等
・上下分離（みなし上下分離） ・クラウドファンディング

・運賃半額，無料，ワンコイン化 ・キャッシュレス決済
・定期券，サブスクリプション ・ＭａａＳ
・シニアパス，学生チケット ・ノーマイカーデー
・タクシーチケット など

検討の方向性 考えられる具体策
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・医療，福祉，商業，子育てや住居がまとまって立地し，高齢者をはじ
めとする住民が，公共交通によりこれら生活利便施設に容易にアクセス
できるなど，都市構造を見直し，コンパクト・プラス・ネットワークの
まちづくりをめざす計画。

2017（平成29）から2035（令和17）年度 まで 概ね20年間

１ コンパクトな都市形成による効率的なまちづくり
２ 公共交通を軸としたまちづくり
３ 都市の魅力・活力を高める都市拠点の形成
４ 生活利便性の維持・向上
５ 安全・安心な居住地形成の誘導

● 中央部，西部は，日常生活サービス施設の集約状況を踏まえ，
中心拠点と二つの地域拠点を都市機能誘導区域として設定。

● 北部，東部，南部は，日常生活サービス施設の分布が幅広い
ことから，区域設定は行わず，各種サービス施設が広がる区
域を周辺エリア（北部，東部，南部東，南部西エリア）と位
置づけ，サービス機能の維持や関連計画の施策を誘導。

居住誘導区域 ……… 生活サービスやコミュニティが維持される
よう，居住を誘導すべき区域

都市機能誘導区域 … 医療・福祉・商業などの都市機能を都市の
中心拠点・地域拠点に誘導し集約すること
で各種サービスの効率的な提供を図る区域

概 要

計画期間

基本方針

⑩ 高知市立地適正化計画
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●県民文化ホール

●かるぽーと

●
高知駅

●高知城

高知県庁●

●高知市役所
●升形商店街

●高知県立大学

高知警察署●

●オーテピア

●高知城
歴史博物館

●はりまや橋

●菜園場
商店街

●追手筋

ターミナル
機能の検討

ターミナル
機能の検討

（はりまや橋観光ＢＴ）

（たかじょう庁舎西公用車Ｐ）

高知駅バスターミナル

① 交通結節点であり、日常的に人々が集散
するとともに、多くの観光客を迎えるお
もてなしの場。

② 賑わいの核である「中心商店街」と「日
曜市」のエリアを含む。

③ 行政機関の集積地、かるぽーと、県民文
化ホール等、都市機能が集積するエリア。

④ 商業地域（用途地域）で容積率が600％
または500％の区域

高知市中心市街地活性化基本計画

令和５年４月～令和10年３月（５年）

１４８ｈａ（市域面積 30,900haの約0.48％）

・暮らしたいまち・働きたいまちの実現
・訪れたくなるきっかけづくり・滞在したくなる
仕組みづくり

暮らす・働く・訪れ遊ぶ 魅力共創のおまちへ

① 暮らすにも働くにも「ぼっちり」なまち
② おまちのさらなる魅力向上と賑わいの回復

計画名称

計画期間

区域面積

基本的な方針

基本コンセプト

目 標

区域設定の考え方

中心市街地の目指すべき姿（イメージ）

中心市街地活性化区域（１４８ｈａ）

⑪ 高知市中心市街地活性化基本計画
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❶

❷

❹

❺

⑥

⑦

⑧

❾

❿

⑫

⑪

• 利用の少ない領石～医大

区間の見直し

• 代替輸送の検討が可能

❶選定理由

• 利用の少ない系統の見直し

❺選定理由

• 電車との並走解消

❾選定理由

• 利用の少ない八田～針木

分岐区間の見直し

• 代替輸送の検討が可能

❿選定理由

今後3年間を見据えたバス路線見直しエリア

令和6年～令和８年

深刻な運転手不足に対応した今

後3年間を見据えたの見直しエリ

ア案について

とさでん交通株式会社

令和８年３月２７日（金）高知市地域公共交通会議 とさでん交通提出資料１

南国市

高知市

いの町

土佐市

凡例

既定計画

実施済み

新規計画

• 一部路線をダウンサイジ

ング車両化し、短時間勤

務者での運用を行うこと

により、乗務員不足の緩

和を図る

選定理由

❸

• 利用の少ない前浜～芦ヶ

谷区間の見直し

• 代替輸送の検討が可能

• ❹との統合を含む検討

❸選定理由

• 利用の少ない区間を中心

に見直しを検討

• 代替輸送の検討が可能

• ❸との統合を含む検討



20260327高知市公共交通会議   とさでん交通提出資料2

■バス運転手
国家試験に合わせ、年2回（1月・7月入社）募集　⇒随時募集に変更（R5.8月）

1．R7.3月～　ベースアップ

2．R7.5月～　正社員採用 1．R7.3月～　ベースアップ

3．R7.4月～　家賃補助制度の拡充 2．R7.5月～　正社員採用

4．R7.10月～　運転手の手当拡充 3．R7.4月～　家賃補助制度の拡充

5．R7.12月～　短時間勤務者、キャリア採用開始

1．ホームページ（R6年度から「採用ページ」開設）

1．ホームページ（R6年度から「採用ページ」開設） 2．ハローワーク

2．ハローワーク 3. 各学校への求人

3. 各学校への求人 4．「高知求人ネット」（高知県UIﾀｰﾝｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ）

4．「高知求人ネット」（高知県UIﾀｰﾝｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ） 5. 「マイナビ」（新卒）

5. 「どらなび」サイト（県交通運輸政策課）　R8.3/2まで掲載

6. 「マイナビ」（新卒） 1. 「電車のお仕事見てみる会（ちょこっと運転体験）」開催　※技術系含む　　R7.10/31

　（主催／高知労働局、ハローワーク高知・共催／高知県）　（場所：とさでん交通）

1. テレビＣＭ　R8.1～2月 2.  高校の「総合的な探究の時間」高知の企業を知ろう！に参加　R8.2/3

2．ラジオＣＭ　R7.12月、R8.2月 3. 「とさでん交通会社見学会」（高校生対象）R7.7/24　（場所：とさでん交通）

3．高知新聞Qbo　R7.12～2月　5回  4.  自衛隊高知地方協力本部の業種説明会参加　R8.2/26

4．バス車内ポスター 120枚 5.  さまざまな合同企業説明会への参加　15件

5．バス停チラシ　50か所

1．県内高校訪問

1. 「高知県バス営業所見学会」開催　R7.7/5、12/13、R8.3/7　（場所：とさでん交通） 2. 大学での路面電車事業についての講話　R7.6/26、12/2

（県交通運輸政策課） 3．中高生の職場体験、インターンシップの受入

2. 「バス運転手の仕事を知るセミナー及びミニ面接・相談会」R8.1/29 4．求職者の会社見学、ジョブチャレンジの受入

　（主催／高知労働局、ハローワーク高知　　共催／高知県、高知県バス協会）

3. 「どらなびEXPO」関西R7.5/31・10/18、東京会場R7.6/14・11/15（県交通運輸政策課）

4. 「とさでん交通会社見学会」（高校生対象）R7.7/24　（場所：とさでん交通）

5.  自衛隊高知地方協力本部の業種説明会参加　R8.2/26

6.  さまざまな合同企業説明会への参加（2.3.5除く）15件

1．県内高校訪問

2. 中高生の職場体験、インターンシップの受入

3．求職者の会社見学、ジョブチャレンジの受入

   【令和7年度 乗務員の確保に向けた取り組みについて】

■その他

■電車運転士

■雇用形態・処遇面

■求人媒体

■イベント、合同企業説明会

■その他

■雇用形態・処遇面

■求人媒体

■求人広告

■イベント、合同企業説明会
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　　定年　　　　　0名

　　自己都合　　　7名

　　その他　　　　0名

　　採用　　　　 5名

　　短時間勤務者　0名

　・採用5名

  2名 R6年度「バス営業所見学会」参加者

  1名「バス運転手の仕事を知るセミナー及びミニ面接・相談会」参加者

  1名 ホームページ

  1名 車内ポスター他

  ・R8.4月入社予定者1名、「バス運転手の仕事を知るセミナー及びミニ面接・相談会」参加者

　定年　　　0名

　自己都合　3名

　その他　　0名

　採用　　 2名

・採用2名

 1名 R7年度 「電車のお仕事見てみる会」参加者

　1名 Qboを見て

・R8.4月新卒入社予定者2名、「電車のお仕事見てみる会」参加者

・「電車のお仕事見てみる会」参加者で車両係で入社した1名が、電車運転士兼務を見据え、

 免許取得に向けて教習中

以上

   【令和7年度 乗務員の採用状況について】

■【バス】R7年度 退職者及び採用者数  R8.2現在

■【電車】R7年度 退職者及び採用者数  R8.2現在
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-1-





-2-





H25.10 H26.10 H27.10 H28.10 H29.10 H30.10 R1.10 R2.10 R3.10 R4.10 R5.10 R6.10 R7.10
系統数 190 192 180 123 89 89 85 81 79系統 71系統 71系統 64系統 62系統

走行キロ/年 534万 487万 451万 429万 383万 362万 332万 326万 306万 273万 244万 207万 207万

-3-

( )

とさでん交通設立以降に
廃止された路線

とさでん交通設立以降に
他社へ移管された路線





( )
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-６-





-７-





-８-





-９-
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-11-





( )

( )
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R7.10現在



-14-

（4/21～12/31）
15,757

128
38,731

152
20,855

82
54%

14,524 3,856 26.5%
817 364 44.6%
51 26 51.0%

1,305 528 40.5%
337 136 40.4%

17,034 4,910 28.8%





-15-





1



2



3



人 人口 ⻭止

子

⾧

4



5



6



7



8



9



3,475 

2,442 

5,563 

4,765 

4,321 

3,349 

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5

路線バス・路面電車 利用者数推移

路線バス 路面電車 タクシー

（単位：千人）

コロナ禍

10



11



12



13



14





1%

8%
4%

0% 0%

36%

16%

30%

5%

通勤または通学など日常生活で主に利用している交通

手段を教えてください。

JR

路面電車

路線バス

デマンド型乗合タクシー

ハイヤー・タクシー

自家用車

バイク

自転車

徒歩（車いす含む）

（n=4）

（n=18）
（n=179）

（n=105）

（n=868）
（n=390）

（n=705）

（n=117）

（n=0）

50%

17%

2%
2%

2%

8%

19%

あなたが公共交通（路線バス、路面電車、JR、デマンド型乗
合タクシー）を利用する頻度を教えてください。

１年に数日

ひと月に数日

ほぼ毎日

週に１，２日

週に３，４日

週に５日以上

利用しない

（n=1189）

（n=50）

（n=41）

（n=59）

（n=397）

（n=192）

（n=467）

120
91

132
163

90
79

24
59

35
76

254
46

0 100 200 300

自宅近くにバス停・電停がないから
行きたい場所にバスが通っていないから
利用したい時間にバスが走っていないから

便数が少ないから
運賃が高いから

目的地まで遠回りになるから
時刻表通りに来ない（遅れる）から

乗り継ぎが不便だから
運賃支払いがわずらわしいから

時刻表やルートがよくわからないから
公共交通を利用する必要がないから

その他

公共交通（路線バス、路面電車、JR、デマンド型乗合タク
シー）を利用していない理由は何ですか。（複数選択）
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23%

0%

8%

1%
45%

9%

3%
4%

3%

4%

あなたが公共交通を利用する主な目的を教えてください。

（複数選択）

通勤

通学

買い物

塾・習い事

趣味・娯楽・会食

観光

通院

その他公共施設の利用

その他

”自由入力”

（n=575）

（n=11）

（n=193）

（n=16）

（n=1113）

（n=213）

（n=65）

（n=96）

（n=80）

（n=92）

2%

18%

23%

13%

38%

6%

本市の公共交通の満足度を教えてください。

とても満足

満足

やや満足

不満

やや不満

とても不満

（n=48）

（n=351）

（n=460）

（n=249）

（n=740）

（n=108）

490

219

209

172

406

133

67

33

0 200 400 600

自宅からバス停・電停または駅が近いから

利用したい時間に運行しているから

運行ルートが良い・目的地に行きやすいから

運賃・料金が安いから

お酒を飲む日に利用できるから

雨の日の交通手段として利用できるから

自家用車やバイクのガソリン代等維持費がかから…

その他

「とても満足」「満足」「やや満足」と答えた方に、その理由を

教えてください。（複数選択）」

198
238

546
812

282
122

183
144

106
191

100

0 500 1000

自宅近くにバス停・電停がないから
行きたい場所にバスが通っていないから
利用したい時間にバスが走っていないから

便数が少ないから
運賃が高いから

目的地まで遠回りになるから
時刻表通りに来ない（遅れる）から

乗り継ぎが不便だから
運賃支払いがわずらわしいから

時刻表やルートがよくわからないから
その他

「やや不満」「不満」「とても不満」と答えた方に、その理

由を教えてください。 （複数選択）
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1%

4%

2%

61%
3%

21%

7%

1%

問１：通勤または通学など日常生活で主に利用している交通手

段を教えてください。

１．ＪＲ

２．路面電車

３．路線バス

４．デマンド型乗合タクシー

５．ハイヤー・タクシー

６．自家用車

７．バイク

８．自転車

９．徒歩（車いす含む）

10．その他（自由記述）

（n=0）

（n=7）
（n=1）

（n=3）

（n=0）
（n=107）
（n=6）
（n=37）

（n=13）
（n=1）

1%
2% 1%

3%

20%

51%

22%

問２：公共交通を利用する頻度についてお聞きします。

１．ほぼ毎日

２．週に５日以上

３．週に３,４日

４．週に１,２日

５．ひと月に数日

６．１年に数日

７．利用しない

6 
8 

6 
8 

7 
8 

2 
5 

3 
8 

20 
5 

0 10 20 30

１．自宅近くにバス停・電停がないから

２．行きたい場所にバスが通っていないから

３．利用したい時間にバスが走っていないから

４．便数が少ないから

５．運賃が高いから

６．目的地まで遠回りになるから

７．時刻表通りに来ない（遅れる）から

８．乗り継ぎが不便だから

９．運賃支払いがわずらわしいから

10．時刻表やルートがよくわからないから
11．公共交通を利用する必要がないから

12．その他（自由記述）

問８ 問２で「7. 利用しない」を選択された方にお聞きします。
公共交通（路線バス、路面電車、JR、デマンド型乗合タク
シー）を利用していない理由は何ですか。（複数選択）

(普段は自転車で時々路面電車)

（n=1）

（n=3）

（n=2）

（n=6）

（n=35）

（n=89）

（n=39）

17



8%
2%

19%

1%

41%

8%

7%

8%
6%

問３ あなたが公共交通を利用する主な目的を教えてください。

（複数選択）

１．通勤

２．通学

３．買い物

４．塾・習い事

５．趣味・娯楽・会食

６．観光

７．通院

８．その他公共施設の利用

９．その他（自由記述）

4%

27%

29%

20%

13%

7%

問４ 本市の公共交通の満足度を教えてください。

１．とても満足

２．満足

３．やや満足

４．やや不満

５．不満

６．とても不満

14 
23 

30 
40 

19 
9 
9 

11 
4 

14 
5 

0 20 40 60

１．自宅近くにバス停・電停がないから

２．行きたい場所にバスが通っていないから

３．利用したい時間にバスが走っていないから

４．便数が少ないから

５．運賃が高いから

６．目的地まで遠回りになるから

７．時刻表通りに来ない（遅れる）から

８．乗り継ぎが不便だから

９．運賃支払いがわずらわしいから

10．時刻表やルートがよくわからないから
11．その他（自由記述）

問６ 問４で4.やや不満、5.不満、6.とても不満と答えた
方にお聞きします。問４で回答を選んだ理由を教えてくだ

さい。 （複数選択）

54 

18 

14 

23 

28 

14 

4 

6 

0 20 40 60

１．自宅からバス停・電停または駅が近いから

２．利用したい時間に運行しているから

３．運行ルートが良い・目的地に行きやすいから

４．運賃・料金が安いから

５．お酒を飲む日に利用できるから

６．雨の日の交通手段として利用できるから

７．自家用車やバイクのガソリン代等維持費がかからな…

８．その他（自由記述）

問４で1.とても満足、2.満足、3.やや満足と答えた方にお聞き
します。問４で回答を選んだ理由を教えてください。（複数選

択）

（n=27）

（n=5）

（n=37）

（n=39）

（n=18）

（n=10）

（n=10）

（n=11）

（n=13）

（n=64）

（n=1）

（n=29）

（n=3）

（n=12）

（n=12）
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出典：第４回 高知県地域公共交通活性化協議会路面電車あり方検討会 19



・バス路線廃止や減便に対応するために、デマンド型乗合タクシーを導入したことで、「公共交通カバー率」は概ね達
成。
・路線バスは、コロナ禍や物価高騰の影響により、収入が減り費用が増えたことから、「収支率」は悪化し未達成。
・過疎地や周辺部で運行する乗合タクシーは、コロナ禍や物価高騰の影響が少なかったため、「収支率」は概ね達成。

・バス電車の運転手不足により、バス路線の廃止・減便や路面電車が減便されたことから、「運行便数」は未達成。

・コロナ禍や物価高騰の影響により、運賃収入が減り運行費用が増えたことから、「公的資金投入額」は達成。

・バス電車の運転手不足により、バス路線の廃止・減便や路面電車が減便されたことで、「まちなかの電停・バス停の
利用者数」が減少したため、未達成。
・過疎地や周辺部で運行する乗合タクシーは、コロナ禍の影響が少なかったため、「乗合タクシー利用者数」は達成。 20
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回送
ルート

【平日】 高知駅
イオンモール
高知

赤十字
病院

第1便 9:15 9:32 9:45
第2便 10:15 10:32 10:45
第3便 11:18 11:35 11:48
回送 12:25 13:50 -
第4便 14:23 14:40 14:53
第5便 15:25 15:42 15:55
第6便 16:32 16:49 17:02

【土日祝】 高知駅
イオンモール
高知

赤十字
病院

第1便 9:10 9:27 9:40
第2便 10:12 10:29 10:42
第3便 11:15 11:32 11:45
回送 12:26 13:45 -
第4便 14:12 14:29 14:42
第5便 15:14 15:31 15:44
第6便 16:23 16:40 16:53
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デマンド
タクシー



高知県中央地域の５年後のバス路線の姿について（イメージ）

現状及び課題 今後のバス路線の方向性

課題１ 運転手不足の進行
利用者数の減少

課題２ 利用環境・利便性の低下

課題３ とさでん交通の厳しい経営状況

方向性１ 多様な手法と効率的な路線再編による
運転手不足への対応

方向性２ 利便性向上による利用促進

方向性３ とさでん交通の経営の安定化

方向性の実行に向けた施策

施策１ 需給バランスに応じた路線再編・
他の交通モード等の共創によるネットワーク構築

・需給バランスに応じた仕業見直しや短時間勤務による運行
・幹線・支線・地域交通によるネットワーク形成と結節点となる
運行拠点設置を検討

・支線部における車両の小型化
・他の交通モード、他事業者による代替運行の検討
・タクシー(低廉化)、ライドシェア等の導入に向けた研究

施策２ 利用者目線による利便性向上

・「ですか」から利便性の高いICカードへの移行
・パーク＆ライドの推進
・バス系統を集約化

・路線バスの運転士は５年後に４割減の予測
・人口減少の進展やライフスタイルの変化で
今後も減少の一途

・運行ダイヤが少ない
・行き先が分かりにくい

・公共交通における採算性の悪化
・昨今の金利上昇・燃料費高騰

・5年間は中心部まで直通移動できる公共交通ネット
ワークを維持

・とさでん運転手の仕業削減
・需給を勘案した路線再編
・シンプルな系統への再編
・新たな交通モードの導入検討

・利便性の高い交通ICカードの導入
・需要の高い乗降箇所の便数確保

・収益事業の拡大

幹線交通（電車）

幹線交通（バス）

幹線交通ネットワークのイメージについて

※ 支線については
・車両の小型化
・他の交通モード、他事業者による代替運行の検討
・タクシー(低廉化)、ライドシェア等

の導入に向けた研究を推進する

・高速バス・貸切バス部門への積極的な投資による収益増
・とさでん交通中期経営計画の策定
・処遇改善・イメージアップによる人材獲得
・行政による切れ目のない伴走

施策３ とさでん交通の経営の安定化による移動手段の維持確保
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実施体制
（下線：代表機関）

NTT西日本株式会社、NTTビジネスソリューションズ株式会社、株式会社マクニカ 実証地域 高知県高知市

実証概要

本実証は、高知県高知市における公共交通の維持課題、運転手不足によるサービス低下に対処するため、自動運転技術の社会実装を目指して実施された。緊
急自動車との遭遇可能性が高い実証ルートにおいて、自動運転レベル4の実現に向け、緊急自動車接近時に自律的かつ円滑に一時停止・進路譲渡が可能なシ
ステムの開発を目的とし、以下の2ステップで検証を実施した。
 ユースケース３：緊急走行中の緊急自動車の接近を遠隔監視システムに通知するシステムを構築し、緊急自動車接近時における安全な自動運転走行の実

現に必要な通信・システム要件について検証
 ユースケース４：自動運転車両制御システムの改修を行い、ユースケース３で構築したシステムと自動運転車両制御システムを連携させ、緊急自動車接近時に

自動運転車両が自動で停車、再発進を自動的に行えることを検証

主な
成果

 ユースケース3：Mobile GNSS、ITS Connectから緊急自動車の位置情報を把握するシステムを構築
・遠隔監視システムへの緊急自動車の位置情報配信遅延（400ミリ秒未満）：Mobile GNSSが78ミリ秒、ITS Connectが283ミリ秒→達成
・システム信頼性：100%、機器の耐走行振動性：影響なし

 ユースケース4：上記システムから配信される位置情報を用いて、緊急自動車接近時の自動運転車両の制御に成功
・自動運転システムへの緊急自動車の位置情報配信遅延（1秒未満）：Mobile GNSSが99ミリ秒、ITS Connectが303ミリ秒→達成

・緊急自動車の検知率・自動運転車両の一時停止率・再発進率それぞれ100%：
検知率100%(303/303)→達成、一時停止率95.4%(289/303)→未達成、再発進率100%(296/296) →達成

・緊急自動車が接近していない際に、自動運転車両が接近を過検知する割合5%以下：0%(発生せず)→達成

課題と
今後の展望

• ルートや交通状況に応じて、路肩への退避機能の実装が今後必須となる
• 交差点内で停止してしまう事象が発生したため、緊急自動車検知後のより安全かつ適切な停止位置の選定と制御技術の高度化が求められる
• ITS Connect非搭載の救急車への対応や、全ての救急車を網羅できない状況への検知方法の検討が必要である

【ユースケース3】
緊急自動車検知システムの検証

【ユースケース4】
緊急自動車検知時の自動運転車両制御の検証

走行ルート

使用車両

検証条件
・2種の自動運転車両（EVO・Minibus）
・Mobile GNSS試験車、
ITS Connect搭載の救急車・試験車

・全方向からの接近検知を確認
検知時の車内ディスプレイ（左:EVO、右:Minibus）

緊急自動車が接近した際に自動的に一時停止する様子

検証結果

ルート上に大規模病院
や消防署があり、緊急
自動車との遭遇可能性

が高いルート

緊急走行状態の
緊急自動車(救急車)を

表示

2025年度 高知市自動運転実証事業サマリ

1
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2025年度 高知市自動運転実証事業サマリ

運行結果

車種 試乗定員 運行期間 運行便数 乗車人数

Minibus 12名 12/13-19 38 446名

Evo 9名 12/20-26 42 476名

合計 - 14日間 80 922名

EVO
Navya Mobility製
試乗定員：9名

Minibus
TierⅣ社製

試乗定員：12名

STOP！

GO！

緊急走行中の緊急車両が
規定の範囲内にあったら一時停止

実証結果

再発進：100％成功

検知：100％成功 停止：95.4％成功

失敗例
・交差点の中で停車しそうになった
・向かいから来る救急車とは相対速度が速く
通過前に停止できていなかった。

２
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① 922名の方にご乗車頂いたみなさまの声

② 自動運転の日本の情勢

③ 高知市様 × NTT西日本 自動運転バスの取組み

3
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乗車された皆様の反応（アンケートより）

・自動運転バスの乗り心地も良く、また今回走行した”Evo”の方が走行挙動が安定しているというアンケート結果となりました。
・救急車との共存についても、乗客・救急隊員共に救急車挙動に対する影響は無かったと回答頂いております。

・2月16日実証最終報告会にて、総務省から「実証から実装に向けて動くフェーズにある」とコメントを頂いており、安全性だけでなく
“乗り心地”や“社会実装後の実運行を見据える”ことを重視する必要がございます。

結果 適切 早い 遅い

停止 644名(86%) 79名(11%) 22名(3%)

再発進 565名(76%) 11名(1%) 169名(23%)

【再掲】「停止タイミングが適切」86%、
「再発進タイミングが適切」76%で目標値の7割以上を達成

急ブレーキに感じた
200名(27%)

救急車が近づいたとき、バスが減速を始めてから
停車するまでの乗り心地はいかがでしたか？

急ブレーキに感じた(200名)が
乗車していたバスの種類

違和感はなかった
547名(73%)

Evo72名(36%)

Minibus
128名(64%)

■乗客の乗り心地に関するアンケート類

■救急車遭遇時の挙動に関するアンケート類

救急車接近時の自動運転バスの動きによって、
救急車に影響があったと思いますか。

影響は無かった
720名(96％)

影響があった
15名(2％)

遭遇がない
12名(2％)

赤
十
字
病
院

影響があったと回答が多かったシーン
・停止挙動場所が狭隘かつ
救急車の進路と想定された箇所
➡停止はせず、手動介入にて回避

消防局救急隊員へのアンケート（高知市消防局 8カ所にアンケート）

・緊急走行中に自動運転車両に遭遇した救急隊員 3名/8名中
・遭遇された方へ、停止タイミングは適切であったと回答 3名/3名中

4
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乗車された皆様の反応（アンケートより）

・自動運転バスの継続運行を望む声が多く、自家用車を用いてイオンモール高知，高知赤十字病院へ向かう方も、自動運転バスを継続して
利用したいと回答頂いています。

・自動運転バスの利用には『安全性』や『運行本数・利便性・運行の正確性』『運賃』といった利活用面での意見が重視されています。

0 200 400 600 800

自家用車 路線バス 路面電車

電車 自転車 徒歩

イオンモール高知，高知日赤病院への移動手段とし
て自動運転バスを利用しますか。

利用したい
622名（77%)

利用しない
188名（23%)

安全性 700

運行本数・利便性（乗りたいときにすぐ乗れること） 435

運賃の安さ（利用しやすい料金設定） 377

運行の正確さ（時間通りに来る・遅れが少ないこと） 345

利用のしやすさ（予約・案内・支払いなどが簡単でわかりやすいこと） 324

停留所の便利さ（生活圏や目的地に近い場所に停留所があること） 257

バリアフリー対応 119

地域とのつながり（観光や地域イベントに合わせた運行など） 118

環境への配慮（エコで持続可能な交通手段であること） 110

その他 4

イオンモール高知，高知日赤病院への移動手段

自動運転バスを利用するにあたって重視する点（複数回答）

本数が少ない 602

利用したい時間帯に走っていない 411

運賃が高い 200

停留所や駅が遠い 139

利用方法がわかりにくい 84

安全性が不安 25

特にない 75

その他 14

現在の公共交通について、課題だと感じる点（複数回答）

【自動運転車両の運行結果】
・2025年度の運行に関して、遅れ発生は“0件” となり、正確な運行を実現しました。
・運行本数や運行時間については、今回の実証の結果を考慮し計画を行います。

高知の公共交通に対する課題を自動運転バス実装にて解決

５
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（参考）2025年12月 自動運転バス乗客数分析 一般乗車 922名

▼日別
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47
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12/17(水)
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12/21(日)

12/22(月)

12/23(火)

12/24(水)

12/25(木)

12/26(金)

・実証運行開始後は、乗客が多い。 → 興味心から試乗される方が多くなる。
・12/22の乗客が多い。 → 走行車両がMinibusからEvoに代わり、興味を示した方が乗車
・悪天候の影響は、顕著にあらわれなかった。

95

128
140

122

102
114

0

50

100

150

9時台 10時台 11時台 14時台 15時台 16時台

・11時台をピークにした山なりグラフであり、お昼時刻帯に乗客が増える傾向が読み取れる。
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▼曜日別
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・平日平均は、53.1/日、土日平均は、56.7/日であり、曜日による偏りは
さほどみられなかった。

☆実証視察会のため減便

６

資料8



©2025 NTT WEST, Inc.｜NTT Business Solutions, Inc.

① 922名の方にご乗車頂いたみなさまの声
自動運転バスの運行を望まれる声は多く
地域の公共交通の課題解決に寄与できる

② 自動運転の日本の情勢

③ 高知市様 × NTT西日本 自動運転バスの取組み

７
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国内の自動運転バスの実装又は実証を進める地域

・全国89地域でレベル２又はレベル4自動運転の実装又実証の取組が進行しています。
・そのうち１９地域でレベル２又はレベル４自動運転移動サービスの定常運行・通年運行を実施しています。

三菱総合研究所 自動運転のために必要な通信環境に関する官民連絡会 第4回資料より抜粋
https://pubpjt.mri.co.jp/pjt_related/rcsad-info/index.html#anchor-fourth

８

資料8



©2025 NTT WEST, Inc.｜NTT Business Solutions, Inc.

2024 20252023

ロ
ー
ド
マ
ッ
プ

地域社会の理解

自動運転社
会実装推進
2023
62件採択

自動運転社
会実装推進
2024
99件採択

2026 2027

レベル4 運行

走行リスクの対処

事業性の確保

全国自治体で
実装拡大

民間企業での
活用拡大

20282022

自動運転社
会実装推進
2025
67件採択

実証実験

[期間限定]

自動運転社
会実装推進

[未定]

本
格
サ
ー
ビ
ス
全
国1

0
0

か
所

[

政
府
目
標※

]

総務省 地域社会DX推進パッケージ

経済産業省 地域新MaaS創出推進

国土交通省

政
府
支
援

自動運転社
会実装推進
2022
9件採択

2019-

レベル2 通年運行

第二世代交付金

10採択7採択

無人自動運転サービス
実装推進事業

2030年
自動運転1万台
バスやタクシー

自動運転バスの市場環境とロードマップ

内閣府 地域未来交付金

応募中！

９
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自動運転レベル 実証実験は当初レベル2で行われ、実績を積み重ねレベル4を目指す

自動運転のレベル定義

レベル

１

レベル

２

レベル

３

レベル

４

レベル

５
完全自動運転
常にシステムが操作

完全自動運転（場所など限定）
事前に設定した場所、環境でシステム
が操作。緊急時はシステムが対応

特定条件下で自動運転
事前に設定した場所、環境でシステム
が操作。緊急時は人が対応

高度な運転支援
高速道路での走行維持
ウィンカー操作による車の追い越し

運転支援
自動ブレーキ、車線からはみ出さない

運
転
支
援

自
動
運
転

レベル2での走行

運転席：運転手 遠隔監視室：監視員

運転手・遠隔監視員

運転席：無人

遠隔監視室：監視員

レベル4での走行

10
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① 922名の方にご乗車頂いたみなさまの声

② 自動運転の日本の情勢
自動運転バスの運行は近い未来ではなく

既に始まっている状況（切り替えの過渡期）

③ 高知市様 × NTT西日本 自動運転バスの取組み

11
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・持続可能性の確認
・交通事業者との協議
・地域住民との合意形成
・許認可等の手続
・連携したサービスの検討

計画改訂作業

25年度 26年度 27年度以降

自動運転バス実証走行
（緊急時自動車検知システ
ムと緊急自動車検知時の自

動運転車両制御）

実証事業の効果検証・
課題抽出を踏まえた

自動運転バス実証走行
運行検証

社会実装に向けて

・事業性の検証
・運用路線の選定検討
・社会受容性の確認
・交通関係者との調整
・環境整備

自動運転バス
社会実装

計
画
関
係

2022高知市地域公共交通計画
（2022年～2026年） 2027高知市地域公共交通計画

（2027年～2031年）

自動運転バスの利活用に
ついて記載

自
動
運
転
事
業

高
知
市

高
知
県

リ・デザイン分科会 等

路面電車あり方検討会

高知市における2027年度以降の方向について

・2026年度も継続し総務省様実証に参画し自動運転バス実証事業を行うため、応募予定となります。(3/27提出)
・総務省や国土交通省からは『実証事業から社会実装へのフェーズである』と認識されている状況となります。

2025年度は地域住民様にお試しいただく機会 2026年度は事業者様も含めて自動運転を検討いただく機会

総務省 総務省(仮)

12
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＜モビリティ・通信事業本部＞
■統括責任者：
モビリティ・通信事業本部長 中條 覚
03-6858-3637/snakajo@mri.co.jp

■プロジェクトマネージャー：
モビリティ・通信事業本部 ICTインフラ戦略グループ

株式会社三菱総合研究所

■業務実施責任者：
高知支店副支店長 村井 孝至
088-821-3700／
takashi.murai.gz@west.ntt.co.jp 

NTT西日本株式会社
（高知市自動運転実証コンソーシアム

代表機関）

請負事業者

委託

■業務実施責任者：
社会基盤ビジネス担当部長 宮崎 一

090-4055-5197／
hajime.miyazaki.pd@west.ntt.co.jp 

NTTビジネスソリューションズ株式会社
（高知市自動運転実証コンソーシアム構成員）

■業務実施責任者：
スマートモビリティ事業推進部長 福田 泰之
080-１３６７-６２７８／
fukuta-y@macnica.co.jp 

株式会社マクニカ
（高知市自動運転実証コンソーシアム構成員）

■業務実施責任者：
運輸本部 自動車戦略部長 伊藤 栄

088-833-7132
sakae_ito@tosaden.co.jp 

とさでん交通株式会社
(高知市自動運転実証コンソーシアム構成員)

未定

高知市自動運転実証コンソーシアム

■協力機関 高知市 高知県

高知赤十字病院
イオンモール株式会社
イオンモール高知

四国旅客鉄道株式会社

委託先：高知市自動運転実証コンソーシアム（代表機関：NTT西日本株式会社）

■実証機関
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① 922名の方にご乗車頂いたみなさまの声
自動運転バスの運行を望まれる声も多く
地域の公共交通の課題解決に寄与できる

② 自動運転の日本の情勢
自動運転バスの運行は近い未来ではなく
既に始まっている状況（切り替えの過渡期）

③ 高知市様 × NTT西日本 自動運転バスの取組み
2025年度：地域住民様へのお試しの機会
2026年度：各事業者様へのご判断の機会
2027年度以降に向けて準備を整えてまいります。

14
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こうちTAXIアプリ「こちタク」導入の概要

2

「こちタク」とは
・市内の法人タクシー会社が加盟する「高知市ハイヤー協同組合」が運用するタクシー配車アプリ。
・法人タクシーは全社参加，個人タクシーも一部参加し，市内のタクシー約500台でアプリ配車による
予約が可能となります。

５ 広 報 先

４ 参加台数

２ 事業期間

３ 事業主体

１ 区 域

６ 利用促進

高知市内

令和７年４月21日（月）から令和８年３月31日（火）[第１次]

高知市ハイヤー協同組合（アプリ会社：（株）ＲＥＡ）

３７者（法人タクシー28者，個人タクシー９者）
４７６台（法人タクシー467台，個人タクシー９台）

高知新聞折り込みチラシ，高知市広報誌「あかるいまち」，
公共公益施設，居酒屋，ホテル・観光施設，高齢者施設 他

第１弾 新規登録クーポン
第２弾 新規登録クーポン（継続），アンケートクーポン，

居酒屋クーポン、イベント連動クーポン、
リピータークーポン
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「こちタク」導入までの検討経過
2009年3月 米国カリフォルニア州サンフランシスコでUBER設立

2010年7月 UBER サンフランシスコで事業開始

2011年12月 JapanTaxiアプリを開始。日本最初のタクシー配車アプリ。

2015年3月 福岡市でUBERが実証実験を始める。国交省から違法との指摘を受け、実験を中止。

2020年9月 JapanTaxiアプリから GO へ移行。

2024年10月 高知市地域公共交通会議でタクシー業界から地域配車アプリを提案

2024/12/23 第二回こうちタクシーアプリ検討会

2025/1/10 高知市共同配車アプリ説明会

2025/1/27 第一回こうちタクシーアプリ検討会

2025/4/21 こうちTAXIアプリ「こちタク」開始

GOの現状 日本全国で利用可能。都内６０００台以上。3000万DL。　予約。相乗り。自動運転実証実験。

DiDi ３２都道府県でサービスを展開。1000万DL.

s.ride 全国都市圏で運営。都内1.2万台。400万DL

UBER UBERタクシー　４７都道府県でサービス利用可能。予約機能を利用可能
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累計
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まとめ

• アプリ配車システム「こちタク」は高知市のバックアップもあり、スタートダッ
シュは良かったが、操作性等の問題で、目標の利用数には届かなかった。

• こちタクはまだ未熟で、将来の発展も見通せない地域アプリだが、うまく育て
ることで、自動運転社会の「運行オペレーター」管理ソフトになりうる。

• 高い運用コスト
• 低い操作性
• レスポンスが遅い開発業者
• システム改善の予算なし

• タクシー会社を横断する地域共通プラットフォームは高知独自のインフラ。

これをどのように利活用していくかを地域社会や自治体と一緒に考えて、
交通弱者のいない未来を築きたい

事業者の協力が得られないなら、
生成AIによる独自アプリ開発も将
来の選択肢
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